
区域区分制度の見直しについて
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区域区分

市街化区域

市街化調整区域

区域区分のない
都市計画区域

区域区分

● 市街化区域
・既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に

市街化を図るべき区域

● 市街化調整区域
・建築及び開発行為は原則として禁止され、都市施設の整備も原則として

行われない、市街化を抑制すべき区域（開発許可制度により開発を制限）● 通称：線引き

● 都市計画法第７条

● 「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分すること。

● 目的：無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ること。

・無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防止

・計画的な公共施設整備による良好な市街地の形成

・地域の実情に即した都市を形成 等

● 兵庫県内は、５区域（神戸、阪神間、東播、中播、西播）の

20市６町で線引き都市計画区域がある。

・区域区分制度の概要



急激な都市化に伴い、都市における土地利用の混乱、都市周辺部における市街地の無秩
序な拡散が生じ、不良市街地の形成や公共投資の非効率化が顕在化

・区域区分制度導入の背景

出典：国土交通省HP

大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県

（国勢調査より作成）

大都市圏における
急激な人口集中

毎年100万都市分の
人口が大都市圏へ

S43（1968）
新都市計画法の制定

新都市計画法
制定の背景

スプロール現象を防止し、都市の秩序ある発展を図るため、一定期間内
に積極的に市街化を促進すべき区域と市街化を抑制すべき区域とに分
け、段階的な市街地形成を図る「区域区分」制度を導入

30年間で
3,000万人増 H12（2000）

新都市計画法改正
➡区域区分は選択制に

兵庫県は
区域区分を維持！
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S46（1971）
西脇市線引き



・兵庫県が示す区域区分見直しの基本的な考え方

3

西脇市

出典：兵庫県区域区分見直しの考え方



Ｒ５．４．１現在
面積 人口

ha 割合 人 割合

市域全域 13,244 － 38,551 －

都市計画区域 7,805 － － －

市街化区域 607 4.6% 19,179 49.8%

市街化調整区域 7,198 54.3% 12,579 32.6%

都市計画区域外 5,439 41.1% 6,793 17.6%
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市域に占める都市計画別面積割合

都市計画別人口割合

加東市

加西市

多可町

丹波市

市街化調整区域市街化区域

西脇市の都市計画区域図
丹波篠山市

都市計画区域外

西脇市：
昭和46年３月16日に
区域区分が行われた。

〇西脇市は、市域面積の約５％の市街化区域の中に、
人口の半数が居住していることから、市街化区域に
まちづくりの中心がある都市である。

➡現行制度での土地利用を行ってきたことより、現市
街地が形成された。

・西脇市の都市計画（Ｒ５．４．１現在）
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